
  

 

 

 

 

■ 鳥取県の最低賃金が改正されました ■ 
 

地域別最低賃金 時間額（発効年月日） 

鳥取県最低賃金 
７３８円 

（平成 29 年 10 月 6 日） 

特定（産業別）最低賃金 時間額（発効年月日） 

鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、 

電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 

７７４円 

（平成 30 年 1 月 11 日） 

【問い合わせ先】鳥取労働局労働基準部賃金室 ☎ ０８５７‐２９‐１７０５ 

または最寄りの労働基準監督署 

■ 労働セミナー開催 ■ 
【 内 容 】職場のトラブルと対処法 ～労働相談の現場から～ 

【 日 時 】２月２３日(金) 午後１時３０分～３時 

【 場 所 】米子市立図書館 ２階研修室（米子市中町８） 

【 講 師 】みなくる相談員、労使ネットとっとり事務局職員 

【参加費】無料 

【対象者】どなたでも参加可能（失業給付受給中の方は求職活動の実績になります） 

【申込先】事前申込必要 

【 定 員 】６０人 

【問い合わせ先】  みなくる米子 ☎ ０１２０‐６６２‐３９６（または☎ ０８５９‐３１‐８７８５） 

平日 午前９時３０分～午後６時 

情報なんぶ 
 

■ フェアトレード展示のお知らせ ■ 

「フェアトレード」って ご存じですか？ 

買い物をするときに、私たちが気にする点は、多くは「価格」ではないでしょうか。しかし、私たち消費者が

安い商品を求めるほど企業は安い原材料を探します。その結果、原料の生産国では労働者に過酷な環境での労働

を強いたり、子どもを労働者として使ったりする現実があるのです。 いま、生産者の生活支援や環境保護など

に配慮した適正な価格で取引する「フェアトレード」によって原材料調達を行う動きが少しずつ生まれています。 

南部町消費生活相談室は、鳥取県消費生活センターおよび南部町立図書館と連携し、あなたの消費が世界を変

える「フェアトレード」についての展示をしています。ぜひ、ご来場下さい！ 

＝展示会場：天萬図書館 期間：３月１日（木）～３月１４日（水）（休館日：月曜日）＝ 

開館時間 午前９時３０分～午後６時 

【問い合わせ先】町民生活課（天萬庁舎） ☎ ６４‐３７８１ 
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■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 
認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。 

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり介護についての相談・助言

を受けることができます。 

＊参加申し込みは不要です。男性介護者の方も是非ご参加ください。 

【 日 時 】３月１６日（金） 午前１０時～正午 

                       ＊途中からのご参加や退席も可能です。 

                         ご都合に合わせてご参加ください。 

【 場 所 】健康管理センターすこやか 

【 参 加 費 】１００円（茶菓代） 

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）☎ ６６‐５５２４ 

お買い物や身近な製品によるトラブルのご相談は南部町消費生活相談窓口

（南部町役場天萬庁舎 町民生活課）まで！ ☎ ６４‐３７８１ 

■ ジュニア県展作品展を開催します ■ 

鳥取県ジュニア美術展覧会（ジュニア県展：応募総数６,１８７点）で南部町の児童・生徒の作品が多数、入

賞・入選作品に選ばれました。天萬庁舎及び南部町公民館さいはく分館で展示しますので、ぜひご覧ください。 

今回南部町からは９点が入賞（知事賞１点、教育長賞４点、奨励賞４点）、30点が入選しています。 

 

【町内での展示予定】 

天萬庁舎１階ロビー  ２月１６日（金）～２２日（木） 

南部町公民館さいはく分館 ２月２４日（土）～３月４日（日） 

【問い合わせ先】南部町公民館 ☎ ６４‐３７８２ 

■ 原付・軽自動車等の廃車・名義変更等の手続きはお早めに！ ■ 
軽自動車税は、原付・農耕車・軽自動車等を４月１日に所有（使用）している方に課税されます。 

スクラップ等廃棄処分しても廃車申告をしていない場合や、他の人に譲り渡したが名義変更の申告をしていない

場合などは、いつまでも税金が課税されます。また、所有者が亡くなられた場合にも名義変更の手続きが必要です。 

お早めに廃車又は名義変更等の手続きをお願いします。 

【手続き先】 

 ○ 原付（125cc 以下）・農耕車等の場合 … 税務課（法勝寺庁舎）  ☎ ６６‐４８０２ 

町民生活課（天萬庁舎） ☎ ６４‐３７８１ 

 ○ 軽二輪（250cc 以下）の場合 … (一社)全国軽自動車協会連合会鳥取県事務取扱所 

☎ ０８５７‐２８‐７０２１ 

  ○ 小型二輪（250cc 超～）の場合 … 中国運輸局鳥取運輸支局   ☎ ０８５７‐２２‐４１５４              

○ 軽自動車（三輪・四輪）の場合 … 軽自動車検査協会鳥取事務所 （コールセンター） 

☎ ０５０‐３８１６‐３０８２ 

または、二輪・自動車販売会社へお問い合わせください。 



 

■ 鳥取大学公開講座「サイエンス・アカデミー」が聴講できます ■ 
 法勝寺図書館では、鳥取大学の公開講座「サイエンス・アカデミー」をライブ中継により聴講することがで

きます。今回は“より地域に根ざし、貢献する大学へ”がテーマの講演です。ぜひ図書館へお出かけください。 
 

【 日 時 】２月２４日（土） 午前１０時３０分～正午 

【 会 場 】南部町立法勝寺図書館 

【 対 象 】どなたでもご参加いただけます。（事前の申込は不要です） 

【タイトル】「強みを煎じて、多様性を味方にする解決志向のアプローチ」 

【 講 師 】医学部 講師 井上
いのうえ

 和興
かずおき

 氏 

【問い合わせ先】鳥取大学地域価値創造研究教育機構（企画管理室）☎ ０８５７‐３１‐６７７７ 

■ 平成 30 年度南部町非常勤職員等の募集について ■ 
平成３０年４月１日から勤務していただく非常勤職員及び臨時的任用職員を募集します。 

■ 提出していただく書類  履歴書（市販のＡ４版のもので写真を必ず貼付） 

                  履歴書に必ず希望される職種（担当課）を明記してください。 

■ 提出締切り  平成３０年３月２日（金） 

■ 提出先   〒683-0351 南部町法勝寺377 番地 1 南部町役場 総務課 （郵送の場合は必着） 

■ 選考方法  下記記載のとおり ３月中旬に実施予定（※応募者の方に別途お知らせします。） 

【募集職種・業務内容・応募資格】 

募集職種（担当課） 業務内容 応募資格 

保育士（子育て支援課） 保育士業務 
保育士免許取得者（平成 30年 3

月までに取得見込含む） 

調理師（子育て支援課） こども園または保育園での調理業務 
調理師免許取得者（平成 30年 3

月までに取得見込含む） 

図書館司書（教育委員会事務局） 図書館での司書業務 
司書免許取得者（平成 30年 3月

までに取得見込含む） 

学校主事（教育委員会事務局） 
会見小学校の環境整備に関する業務、学校事務

補助など 

・普通運転免許 

臨時的任用職員（事務補助） 事務補助 

臨時的任用職員（町道林道作業員） 町道・林道の管理作業（草刈、伐採など） ・普通運転免許（AT限定不可） 

【勤務時間・給与・選考方法】 

募集職種（担当課） 勤務時間 給与 選考方法 

保育士（子育て支援課） 勤務日  月曜日から土曜日までの間で週 5日 

勤務時間 週の勤務時間が 38時間 

     7 時 30 分～18時 30 分の間でシフト勤務 

月額 167,600 円 

通勤手当、賞与

の支給あり 

面接のみ 

調理師（子育て支援課） 勤務日  月曜日から金曜日の週 5日 

勤務時間 週の勤務時間が 38時間 

週に 4日 8時 30 分～17時 15 分 

週に 1日 8時 30 分～16時 30 分 

月額 155,800 円 

通勤手当、賞与

の支給あり 

面接のみ 

図書館司書（教育委員会事務局） 勤務日  火曜日から日曜日までの間で週 5日 

勤務時間 週の勤務時間が 38時間 

週に 4日 9時 30 分～18時 15 分 

週に 1日 9時 30 分～17時 30 分 

月額 155,800 円 

通勤手当、賞与 

の支給あり 

面接のみ 

学校主事（教育委員会事務局） 勤務日  月曜日から金曜日の週 5日 

      （ただし学校休業日は休業となります） 

勤務時間 週に 4日 8時 25 分～16時 55 分 

週に 1日 8時 25 分～15時 55 分 

時給 880 円 面接のみ 

臨時的任用職員（事務補助・町道

林道作業員） 

勤務日  月曜日から金曜日の週 5日 

勤務時間 8時 30 分～17時 15 分 

日額 6,820 円 

通勤手当、賞与

の支給あり 

面接のみ 

※ 健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 平成 30 年度 西伯病院看護師育成奨学金奨学生を募集します。 ■ 
 西伯病院では、平成３０年度の看護師育成奨学金の貸付を希望される看護学生または看護学生を目指してい

る方を募集します。将来、看護師免許取得後に西伯病院に就職された場合には奨学金返還免除をする規定もあ

ります。 

 貸付を希望される方、関心のある方はお気軽に西伯病院にお問い合わせ下さい。 

【応募期限】         平成３０年２月２８日（水）まで  

【応募・問合せ先】      〒683-0323  鳥取県西伯郡南部町倭 397 

               南部町国民健康保険西伯病院 事務部 井原 

               ☎ ６６‐２２１１    FAX ６６‐４０１２ 

資  格 

看護を履修する学校等に在籍し、卒業後に看護師として西伯病院に勤務する意思を有

すること。ただし、高等学校及びその高等学校の専攻科において看護師を養成する課

程を設ける学校等に在学する者にあっては、その学校等の専攻科に在籍する者に限る。 

募集人数 ２名以内 

貸 与 額 月額 ５５,０００円以内（無利子） 

貸与期間 貸付を受けた月から卒業する月まで 

奨 学 金

の返還   

期 間 貸付を受けた期間の倍の期間 

金 額 月賦の均等払法により、貸付を受けた金額（月額）の半分ずつを返還 

返還の免除 

貸付を受けた金額の返還義務期間に西伯病院に勤務した場合には、その勤務した期間

について返還を免除します。 

※この奨学金の貸与が西伯病院への採用を約束するものではありません。 


